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翌
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
四
年
四

月
二
十
四
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
会
津
若
松
市
観
光
商
工

部
商
工
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
四
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 
 

一
 
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品
会
津
若
松
南
店
 
福
島
県
会
津
若
松
市
門
田
町
大
字
飯
寺
字
村
東
八
百
五
 

十
八
番
ほ
か
五
十
三
筆
 

二
 
変
更
し
た
事
項
 

 
 
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
 

（
変
更
前
）
１
 
株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
代
表
取
締
役
 
河
内
 
伸
二
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
栃
木
県
小
山
市
大
字
卒
島
千
二
百
九
十
三
番
地
 

 
 
（
変
更
後
）
１
 
株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
代
表
取
締
役
 
河
内
 
伸
二
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
栃
木
県
小
山
市
大
字
卒
島
千
二
百
九
十
三
番
地
 

 
 
 
 
 
 
 
２
 
株
式
会
社
長
嶺
青
果
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
代
表
取
締
役
 
長
嶺
 
律
子
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
会
津
若
松
市
門
田
町
大
字
日
吉
字
笊
籬
田
三
十
四
番
地
の
九
 

三
 
変
更
し
た
年
月
日
 

 
 
平
成
十
七
年
六
月
十
七
日
 

四
 
届
出
年
月
日
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
十
六
日
 

五
 
届
出
を
し
た
者
 

株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 
 
 
 
 
 
 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
四
年
四

月
二
十
四
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
福
島
市
総
務
部
情
報
管

理
課
市
民
情
報
室
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
四
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

 
 
イ
オ
ン
福
島
店
 
福
島
県
福
島
市
南
矢
野
目
字
西
荒
田
三
十
五
番
地
ほ
か
 

二
 
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
 

 
１
 
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
 

 
 
 
（
変
更
前
）
午
前
九
時
（
た
だ
し
、
年
間
八
十
日
午
前
八
時
）
 

 
 
 
（
変
更
後
）
午
前
八
時
 

 
２
 
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯
 

 
 
 
（
変
更
前
）
構
内
駐
車
場
及
び
屋
内
駐
車
場
 

 
 
 
 
 
 
 
 
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で
（
た
だ
し
、
年
間
八
十
日
午
前
七

時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
隔
地
駐
車
場
（
一
）
及
び
隔
地
駐
車
場
（
二
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で
 

 
 
 
（
変
更
後
）
構
内
駐
車
場
及
び
屋
内
駐
車
場
 

 
 
 
 
 
 
 
 
午
前
七
時
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で
 

 
 
 
 
 
 
 
 
隔
地
駐
車
場
（
一
）
及
び
隔
地
駐
車
場
（
二
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で
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三
 
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日
 

四
 
届
出
年
月
日
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
十
六
日
 

五
 
届
出
を
し
た
者
 

 
 
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 
 
 
 
 
 
 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
四
年
四

月
二
十
四
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
県
南
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
西
郷
村
商
工
観
光
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
四
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

 
 
イ
オ
ン
西
郷
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
 
福
島
県
西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
小
田
倉
字
岩
下
十
一
番

地
ほ
か
 

二
 
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
 

 
１
 
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
 

 
 
 
（
変
更
前
）
午
前
九
時
（
た
だ
し
、
年
間
八
十
日
午
前
八
時
）
 

 
 
 
（
変
更
後
）
午
前
八
時
 

 
２
 
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯
 

 
 
 
（
変
更
前
）
午
前
八
時
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で
（
た
だ
し
、
年
間
八
十
日
午
前
七
時
か

ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で
）
 

 
 
 
（
変
更
後
）
午
前
七
時
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で
 

三
 
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日
 

四
 
届
出
年
月
日
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
十
六
日
 

五
 
届
出
を
し
た
者
 

 
 
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 
 
 
 
 
 
 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
四
年
四

月
二
十
四
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
相
双
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
相
馬
市
産
業
部
商
工
観

光
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
四
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 
 

一
 
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

 
 
相
馬
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
 
福
島
県
相
馬
市
馬
場
野
字
雨
田
八
十
八
番
地
ほ
か
 

二
 
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
 

 
１
 
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
 

 
 
 
（
変
更
前
）
午
前
九
時
（
た
だ
し
、
年
間
三
日
午
前
八
時
）
 

 
 
 
（
変
更
後
）
午
前
八
時
 

 
２
 
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯
 

 
 
 
（
変
更
前
）
北
側
駐
車
場
 

 
 
 
 
 
 
 
 
午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
一
時
十
五
分
ま
で
（
た
だ
し
、
年
間
三
日
午
前

七
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
一
時
十
五
分
ま
で
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
南
側
駐
車
場
 

 
 
 
 
 
 
 
 
午
前
八
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で
（
た
だ
し
、
年
間
三
日
午
前
七
時
四
十

五
分
か
ら
午
後
十
時
ま
で
）
 

 
 
 
（
変
更
後
）
北
側
駐
車
場
 

 
 
 
 
 
 
 
 
午
前
七
時
か
ら
午
後
十
一
時
十
五
分
ま
で
 

 
 
 
 
 
 
 
 
南
側
駐
車
場
 

 
 
 
 
 
 
 
 
午
前
七
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
 

三
 
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日
 

四
 
届
出
年
月
日
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
十
六
日
 

五
 
届
出
を
し
た
者
 

 
 
株
式
会
社
和
久
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 
 
 
 
 
 
 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
四
年
四

月
二
十
四
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
商
工
観
光
部
商

工
振
興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
四
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

 
 
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
フ
ェ
ス
タ
 
福
島
県
郡
山
市
日
和
田
町
字
小
原
一
番
地
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二
 
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
 

 
１
 
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
 

 
 
 
（
変
更
前
）
午
前
九
時
（
た
だ
し
、
年
間
二
日
午
前
七
時
）
 

 
 
 
（
変
更
後
）
午
前
八
時
（
た
だ
し
、
年
間
二
日
午
前
七
時
）
 

 
２
 
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯
 

 
 
 
（
変
更
前
）
午
前
八
時
か
ら
午
後
十
一
時
十
五
分
ま
で
（
た
だ
し
、
年
間
二
日
午
前
七
時
か
ら

午
後
十
一
時
十
五
分
ま
で
）
 

 
 
 
（
変
更
後
）
午
前
七
時
か
ら
午
後
十
一
時
十
五
分
ま
で
（
た
だ
し
、
年
間
二
日
午
前
六
時
か
ら

午
後
十
一
時
十
五
分
ま
で
）
 

三
 
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日
 

四
 
届
出
年
月
日
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
十
六
日
 

五
 
届
出
を
し
た
者
 

 
 
株
式
会
社
日
和
田
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
 
イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社
 

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 
 
 
 
 
 
 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
四
年
四

月
二
十
四
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
四
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
商
工
観
光

部
商
工
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
四
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
  雄
 
平
 
 

一
 
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
 

 
 
片
倉
フ
ィ
ラ
チ
ャ
ー
 
福
島
県
い
わ
き
市
平
字
三
倉
六
十
八
番
一
ほ
か
  

二
 
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
 

１
 
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
（
た
だ
し
、
年
間
八
十
日
午
前
八
時
）
 

（
変
更
後
）
午
前
八
時
 

２
 
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯
 

 
（
変
更
前
）
平
面
駐
車
場
（
一
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で
（
た
だ
し
、
年
間
八
十
日
午
前

七
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で
）
 

平
面
駐
車
場
（
二
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
午
前
八
時
二
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で
（
た
だ
し
、
年
間
八
十
日
午
前

七
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
屋
上
駐
車
場
 

 
 
 
 
 
 
 
 
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
四
十
分
ま
で
 

 
 
 
 
 
 
 
 
立
体
駐
車
場
 

 
 
 
 
 
 
 
 
午
前
八
時
二
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で
 

（
変
更
後
）
平
面
駐
車
場
（
一
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で
 

平
面
駐
車
場
（
二
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で
 

 
 
 
 
 
 
 
 
屋
上
駐
車
場
 

 
 
 
 
 
 
 
 
午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
四
十
分
ま
で
 

 
 
 
 
 
 
 
 
立
体
駐
車
場
 

 
 
 
 
 
 
 
 
午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三
十
分
ま
で
 

三
 
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
 
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
七
日
 

四
 
届
出
年
月
日
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
十
六
日
 

五
 
届
出
を
し
た
者
 

片
倉
工
業
株
式
会
社
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
 

 
 
 
 
 
 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。
 平

成
二
十
四
年
四
月
二
十
四
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
道
路
計
画
課
）
 

 
 
 
 
 
 
 

県
道
白
河

羽
鳥
線
 

路
線
名
 

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
羽
鳥

字
一
本
木
一
三
一
番
地
先

か
ら
 

同
 
郡
同
 
村
大
字
羽
鳥

字
行
人
塚
四
番
一
地
先
ま

で
 区

 
 
 
 
 
 
 
間
 

変
更
後
 

変
更
前
 

変
更
前

変
更
後

の
別
 

 
 
 
五
・
七
〜
 

八
・
五
 

 
 
 
五
・
七
〜
 

一
一
・
八
 

敷
地
の
幅
員
 

（
メ
ー
ト
ル
）
 

 
一
八
九
・
一

一
八
九
・
一

延
 
 
 
長
 

（
メ
ー
ト
ル
）
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道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
四
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
道
路
計
画
課
）
 

 
 
 
 
 
 
 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。
 

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
四
日
 

福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

（
道
路
計
画
課
）
 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
四
日
 

 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
十
三
日
 

二
 
名
称
 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
み
ら
い
と
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

目
黒
 
博
樹
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
相
馬
郡
新
地
町
小
川
字
北
原
五
十
番
地
の
十
四
 

五
 
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

 
 
こ
の
法
人
は
、
地
域
の
共
感
を
得
な
が
ら
、
自
分
た
ち
の
町
は
自
分
た
ち
で
つ
く
る
と
い
う
意
識

を
高
め
、
教
育
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
・
福
祉
・
環
境
・
観
光
な
ど
の
多
方
面
に
お
い
て
、
ま
ち
づ
く

り
へ
の
住
民
参
加
の
裾
野
を
広
げ
、
住
民
と
行
政
と
の
協
働
を
発
展
さ
せ
、
元
気
な
ま
ち
づ
く
り
の

実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
文
化
振
興
課
）
 

 
 
 
 
 
 
 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
四
日
 

 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
 
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
十
三
日
 

二
 
名
称
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
福
島
県
市
民
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
 

三
 
代
表
者
の
氏
名
 

小
沼
 
信
次
 

四
 
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
 

福
島
県
郡
山
市
安
積
町
長
久
保
一
丁
目
六
番
一
号
 

五
 
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
 

 
 
こ
の
法
人
は
、
現
代
社
会
で
は
忘
れ
が
ち
に
な
っ
た
地
域
住
民
と
の
協
力
に
よ
る
葬
儀
が
で
き
る

よ
う
な
場
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
葬
儀
費
用
の
軽
減
と
地
域
住
民
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
た

別
れ
の
場
、
故
人
を
偲
ぶ
た
め
の
場
の
演
出
を
図
り
、
地
域
の
活
性
化
と
葬
儀
に
係
わ
る
消
費
者
保

護
及
び
地
域
と
子
供
の
係
わ
り
を
大
切
に
し
た
町
づ
く
り
、
ま
た
失
わ
れ
て
行
く
産
業
の
再
生
を
通

じ
て
地
域
経
済
が
発
展
し
住
み
よ
い
社
会
を
構
築
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
文
化
振
興
課
）
 

 
 
 
 
 
 
 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
 

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。
 

 
 
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
四
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福
島
県
知
事
 
佐
 
藤
 
雄
 
平
 

一
般
国
道
一
一
八
号
 

路
 
線
 
名
 

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
羽
鳥
字
行
人
塚
四
番
一
地

先
か
ら
 

同
 
郡
同
 
村
大
字
羽
鳥
字
行
人
塚
五
番
二
地

先
ま
で
 

供

用

開

始

の

区

間
 

平
成
二
四
年
四
月
 

二
七
日
 

供
用
開
始
の
期
日

県
道
白
河
羽
鳥
線
 

路
 
線
 
名
 

岩
瀬
郡
天
栄
村
大
字
羽
鳥
字
一
本
木
一
三
一
番

地
先
か
ら
 

同
 
郡
同
 
村
大
字
羽
鳥
字
行
人
塚
四
番
一
地

先
ま
で
 

供

用

開

始

の

区

間
 

平
成
二
四
年
四
月
 

二
七
日
 

供
用
開
始
の
期
日
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土
地
改
良
区
の
名
称
 

 
母
畑
地
区
土
地
改
良
区
 

退
任
し
た
役
員
 

役
別
 
氏
名
 
 
 
 
住
所
 

監
事
 
桐
生
 
傳
一
 
須
賀
川
市
下
小
山
田
字
中
里
五
六
番
地
 

 就
任
し
た
役
員
 

役
別
 
氏
名
 
 
 
 
住
所
 

監
事
 
石
井
 
文
和
 
須
賀
川
市
大
栗
字
池
ノ
久
保
二
三
八
番
地
の
二
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
農
村
計
画
課
）
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